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来
年
は
、
天
下
の
悪
法
「
治
安
維

持
法
制
定
」
１
０
０
年
を
迎
え
る
年

で
あ
り
ま
す
。 

２
万
人
同
盟
実
現
で
謝
罪
と
賠

償
に
決
着
を
と
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ

で
永
島
民
男
・
中
央
本
部
事
務
局
長

の
報
告
に
続
き
石
川
康
宏
・
神
戸
女

学
院
大
学
名
誉
教
授
の
「
自
民
党
政

治
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
」
を
テ
ー

マ
に
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。 

兵
庫
県
知
事
選
挙
を
め
ぐ
っ
て

の
話
か
ら
始
ま
り
、
今
の
政
治
情
勢

全
般
の
講
演
で
し
た
。 

永
島
事
務
局
長
か
ら
は
、
治
安
維

持
法
公
布
１
０
０
年
に
向
け
て
の

運
動
の
意
義
と
役
割
が
報
告
さ
れ
、

「
治
安
維
持
法
１
０
０
年
・
再
び
戦

争
と
暗
黒
政
治
を
許
さ
な
い
実
行

委
員
会
」
を
作
っ
て
運
動
の
取
り
組

み
を
強
め
る
が
、
中
央
と
し
て
の
大

き
な
企
画
は
現
在
考
え
て
い
な
い

の
で
各
地
域
で
積
極
的
な
取
り
組

み
を
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

治
安
維
持
法
公
布
日
の
４
月
２

２
日
は
、
全
国
一
斉
宣
伝
行
動
が
提

起
さ
れ
ま
し
た
。 

二
日
目
は
、
関
西
各
府
県
の
活
動

交
流
を
二
つ
の
分
散
会
で
開
催
さ

れ
、
同
盟
員
の
拡
大
、
若
手
後
継
者

の
育
成
、
各
支
部
運
営
等
の
交
流
が

な
さ
れ
ま
し
た
。 

多
く
の
意
見
と
し
て
、
中
央
の
作

成
し
た
学
習
パ
ン
フ
の
活
用
普
及

と
学
習
を
強
め
る
事
。 

若
い
層
で
は
、
治
安
維
持
法
そ
の

も
の
も
知
ら
ず
、
国
家
に
よ
る
世
界

で
初
め
に
行
わ
れ
た
、
共
産
党
、
労

働
組
合
、
民
主
的
な
人
々
、
果
て
は

宗
教
者
弾
圧
な
ど
の
実
態
。
主
権
在

民
、
国
民
の
自
由
獲
得
に
も
大
き
な

役
割
を
果
た
す
国
賠
同
盟
の
民
主

主
義
を
守
る
今
日
的
意
義
な
ど
活

発
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。 

来
年
、
１
０
０
年
に
京
都
で
の
開

催
で
あ
り
皆
さ
ん
の
積
極
的
ご
支

援
を
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

（604 号付録） 
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日時：9 月 13 日（月・祝）～14 日（火） 

会場：神戸しあわせの森・研修館・大会議室 

 1 部：記念講演 「自民党政治を終わらせるために」 

   講師 石川 康宏氏（神戸女学院大学名誉教授） 

 2 部：ブロック会議＆交流会 

 

 

2024 年「近畿ブロック交流会」開催 

報告する永島民男中央本部事務局長 



2024 年 10 月 15 日       「不屈」604 号 （1989 年 5 月 8 日第三種郵便認可）         付録 

2 

 

 ≪
前
号
か
ら
の
続
き≫

 

 

第
一
類
型
は
、
控
訴
棄
却
。
沢
田

政
雄
（
同
志
社
大
）
は
肺
結
核
の
た

め
公
判
に
出
席
で
き
ず
、
２
７
年
８

月
公
判
手
続
き
停
止
決
定
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
看
護
婦
と
心
中
。 

 

第
二
類
型
は
、
大
阪
控
訴
審
で
無

罪
ま
た
は
被
告
人
死
亡
に
よ
る
公

訴
棄
却
。
秋
笹
政
之
輔
（
早
稲
田
高

等
学
院
中
退
・
学
連
事
件
第
一
審
で

は
八
カ
月
の
言
い
渡
し
だ
っ
た
が

執
行
猶
予
。
２
９
年
に
４
・
１
６
事

件
で
検
挙
。
３
２
年
に
懲
役
５
年
の

判
決
を
受
け
、
保
釈
中
に
地
下
活
動

に
は
い
り
、
３
４
年
４
月
い
わ
ゆ
る

「
ス
パ
イ
査
問
事
件
」
に
関
連
し
検

挙
さ
れ
、
懲
役
７
年
の
判
決
を
受
け

入
獄
。
病
気
で
刑
の
執
行
停
止
と
な

り
、
出
獄
後
ま
も
な
く
の
４
３
年
７

月
１
５
日
没
。
学
連
事
件
に
つ
い
て

は
３
４
年
３
月
２
９
日
、
住
居
不
祥

の
ま
ま
無
罪
）、
泉
隆
（
京
大
・
農
、

３
２
年
無
罪
の
言
い
渡
し
）
、
岩
田

義
道
（
京
大
・
経
、
共
産
党
中
央
委

員
と
し
て
３
２
年
１
０
月
３
０
日

逮
捕
さ
れ
１
１
月
３
日
拷
問
死
、
３

２
年
１
２
月
２
７
日
、
大
阪
控
訴
院

は
学
連
事
件
に
つ
き
、
被
告
人
死
亡

の
た
め
公
訴
棄
却
）、
衣
笠
賀
真
（
慶

応
大
、
２
９
年
大
阪
控
訴
院
で
無
罪

判
決
の
判
決
を
受
け
確
定
）
、
大
橋

積
（
京
大
・
経
、
３
・
１
５
事
件
で

懲
役
２
年
の
服
役
中
、
学
連
事
件
に

つ
い
て
は
控
訴
院
で
無
罪
と
な
る

も
獄
死
）、
野
呂
栄
太
郎
（
共
産
党

中
央
委
員
長
と
し
て
検
挙
さ
れ
る

も
、
瀕
死
の
状
態
で
病
院
に
移
送
さ

れ
死
亡
。
大
阪
控
訴
院
で
学
連
事
件

に
つ
い
て
は
、
被
告
人
死
亡
の
た
め
、

控
訴
棄
却
）
。
小
崎
正
潔
（
関
西
学

院
大
、
学
連
事
件
に
つ
い
て
は
、
２

９
年
大
阪
控
訴
院
で
無
罪
）
、
実
川

清
之
（
日
大
、
４
・
１
６
事
件
で
懲

役
６
年
の
服
役
中
に
、
学
連
事
件
に

つ
い
て
は
３
２
年
６
月
大
阪
控
訴

院
で
無
罪
の
判
決
）
、
清
水
平
九
郎

（
明
治
学
院
大
・
学
連
事
件
で
は
３

２
年
３
月
大
阪
控
訴
院
で
無
罪
）、

白
谷
忠
三
（
京
大
経
・
学
連
事
件
で

は
３
４
年
３
月
、
大
阪
控
訴
院
で
無

罪
）
、
淡
徳
三
郎
（
京
大
文
卒
、
学

連
事
件
で
は
、
３
４
年
大
阪
控
訴
院

で
無
罪
）、
橋
本
省
三
（
京
大
法
・

３
・
１
５
事
件
で
検
挙
、
一
審
判
決

後
に
転
向
し
分
離
公
判
。
学
連
事
件

に
つ
て
は
、
３
３
年
７
月
に
大
阪
控

訴
院
で
無
罪
の
判
決
）
、
藤
井
米
三

（
京
大
・
経
、
３
・
１
５
事
件
で
検

挙
、
２
９
年
に
水
野
茂
夫
の
解
党
派

に
転
向
し
、
３
２
年
懲
役
２
年
の
判

決
。
３
４
年
に
３
月
に
学
連
事
件
は

大
阪
控
訴
院
で
無
罪
の
判
決
）、
逸

見
重
雄
（
京
大
・
経
、
３
４
年
い
わ

ゆ
る
「
ス
パ
イ
査
問
事
件
」
に
関
連

し
検
挙
さ
れ
た
が
、
学
連
事
件
に
つ

い
て
は
２
９
年
大
阪
控
訴
審
で
無

罪
） 

 

第
三
類
型
は
、
控
訴
審
で
免
訴
。
池

田
隆
（
京
大
・
医
、
３
・
１
５
事
件

で
検
挙
さ
れ
大
阪
地
裁
で
懲
役
４

年
の
判
決
を
受
け
控
訴
せ
ず
、
学
連

事
件
に
つ
い
て
は
大
阪
控
訴
院
で

は
免
訴
の
言
い
渡
し
） 

 

第
四
類
型
は
、
残
余
の
も
の
は
学
連

事
件
と
共
産
党
に
加
入
し
た
連
続

犯
と
し
て
刑
が
確
定
、
あ
る
い
は
学

連
事
件
当
時
は
非
党
員
と
し
て
判

決
に
服
し
た
も
の
。 

た
だ
し
、
山
崎
雄
次
（
戦
後
、
西
山

姓
と
な
る
、
京
大
・
法
）
は
、
学
連

事
件
の
分
離
公
判
で
１
年
の
刑
の

言
い
渡
し
を
受
け
な
が
ら
、
３
・
１

５
事
件
で
追
及
を
受
け
つ
つ
も
敗

戦
後
ま
で
潜
伏
し
き
り
、
処
罰
す
る

根
拠
法
が
廃
止
。
３
４
年
７
月
７
日

に
大
阪
控
訴
審
で
は
住
居
不
明
の

ま
ま
懲
役
７
年
の
学
連
事
件
と
共

産
党
事
件
の
連
続
犯
と
し
て
判
決

を
受
け
ま
し
た
。 
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〈
日
本
国
憲
法
に
刻
ま
れ
た
京
都

学
連
事
件
の
教
訓
！
〉 

１
９
４
５
年
１
２
月
２
７
日
、
民

間
の
「
憲
法
研
究
会
」
が
内
閣
府
と

占
領
軍
総
司
令
部
に
大
日
本
帝
国

憲
法
（
明
治
憲
法
）
を
廃
棄
し
新
憲

法
を
制
定
す
る
た
め
の
素
案
、
す
な

わ
ち
「
憲
法
草
案
要
綱
」
を
提
出
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
「
天
皇
ハ
圀
ノ
元

首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
攬
」
す
る
絶

対
主
義
的
君
主
制
か
ら
立
憲
君
主

制
に
改
め
、
「
日
本
国
ノ
統
治
権
ハ

日
本
国
民
ヨ
リ
発
ス
」
と
す
る
国
民

主
権
を
宣
言
す
る
も
の
で
し
た
。 

敗
戦
後
、
漸
く
に
し
て
憲
法
論
議
が

高
ま
っ
て
き
ま
し
た
が
、
幣
原
首
相

は
軍
部
独
裁
が
の
ぞ
か
れ
れ
ば
明

治
憲
法
の
ま
ま
の
運
用
で
十
分
と

し
て
い
た
の
で
、「
憲
法
研
究
会
案
」

（
憲
法
草
案
要
綱
）
は
無
視
さ
れ
ま

し
た
。
総
司
令
部
は
、
憲
法
研
究
会

案
を
翻
訳
し
、
ラ
ウ
エ
ル
統
治
局
法

規
課
長
に
分
析
を
命
じ
ま
し
た
。

「
参
謀
長
に
対
す
る
覚
書
き―

私

的
グ
ル
ー
プ
（
補
注
：
憲
法
研
究
会
）

に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
憲
法
改
正

に
つ
い
て
の
論
評
」
で
一
番
突
込
ん

だ
の
は
、「
国
民
は
拷
問
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
」
と
翻
訳
さ
れ
た
一
項
に

つ
い
て
で
す
。 

「
日
本
で
は
、
個
人
の
権
利
の
も
っ

と
も
重
大
な
侵
害
は
、
種
々
の
警
察

機
関
、
と
く
に
特
別
高
等
警
察
お
よ

び
憲
兵
隊
の
何
ら
制
限
さ
れ
な
い

行
動
な
ら
び
に
検
察
官
（
検
事
）
の

行
為
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
あ

ら
ゆ
る
態
様
の
侵
害
が
、
警
察
お
よ

び
検
事
に
よ
り
、
一
般
の
法
律
の
実

施
に
際
し
、
と
り
わ
け
思
想
統
制
法

（
補
注
：
治
安
維
持
法
等
）
の
実
施

に
際
し
、
行
わ
れ
た
。
訴
追
さ
れ
る

こ
と
な
く
し
て
何
カ
月
も
何
年
間

も
監
禁
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
民
に
と 

っ
て
異
例
の
こ
と
で
は
な
く
、
し
か 

も
そ
の
間
中
、
被
疑
者
か
ら
自
白
を 

強
要
す
る
企
て
が
な
さ
れ
た
の
で 

あ
る
。
訴
追
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま 

ま
拘
禁
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
な
い 

よ
う
に
す
る
た
め
の
憲
法
上
の
保 

障
を
要
求
す
る
こ
と
が
、
非
常
に
必 

要
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
指
摘
し
ま 

し
た
。 

か
く
て
、
憲
法
研
究
会
の
７
人
の
侍

の
中
で
た
だ
１
人
憲
法
研
究
者
だ

っ
た
鈴
木
た
ち
の
「
憲
法
草
案
大
綱
」

の
「
１
、
国
民
ハ
拷
問
ヲ
加
エ
ラ
ル

ル
コ
ト
ナ
シ
」
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

憲
法
案
の
「
第
三
十
四
条 

公
務
員

ニ
依
ル
拷
問
ハ
絶
対
ニ
之
を
禁
ス
」

と
な
り
、
日
本
国
憲
法
の
「
第
三
十

六
条 

公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び

刑
罰
は
絶
対
に
こ
れ
を
禁
ず
る
。」

と
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
条
文
に
本
来

は
あ
り
え
な
い
「
絶
対
に
」
と
い
う

副
詞
の
挿
入
さ
せ
た
の
は
、
誰
の
発

案
な
の
か
。 

 ≪
参
考
資
料≫

 
『
日
本
国
憲
法
と
鈴
木
安
蔵
』 

金
子
勝
・
八
朔
社 

２
０
２
２
年
８
月
刊 

 

 

第
３
９
回
府
本
部
総
会
」
中
止
を
受

け
て 

《
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
質
問
・
意
見
》 

 

① 

国
会
請
願
署
名
に
つ
て 

国
会
請
願
署
名
を
以
前
の
１
０
，

０
０
０
筆
か
ら
４
，
０
０
０
筆
に
下

げ
た
の
は
な
ぜ
か
？
少
な
い
の
で

は
な
い
か
？ 

過
去
、
２
人
の
女
性
市
会
議
員
を
中

心
に
女
性
部
の
活
動
が
盛
ん
な
時

期
に
は
、
１
０
，
０
０
０
筆
の
署
名

を
集
め
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
中
心
的
に
活
動
さ
れ
て

い
ま
し
た
女
性
部
の
方
々
が
死
亡
、

高
齢
化
の
た
め
参
加
で
き
な
く
な

く
な
り
、
５
，
０
０
０
筆
を
切
り
２
，

０
０
０
筆
台
が
続
い
て
い
ま
し
た
。 

理
事
会
で
再
度
、
議
論
を
し
、
女
性

部
再
建
を
目
指
し
つ
つ
、
目
標
を
５
，

０
０
０
筆
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
、
達
成
に
む
け
取
組
み
を
早
め
る

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。 
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京
丹
後
支
部 

副
支
部
長 

森 

勝 

今
年
１
１
月
に
支
部
創
立
１
５

周
年
を
迎
え
第
１
６
回
支
部
総
会

を
９
月
２
１
日
に
開
催
し
ま
し
た
。 

出
席
率
は
９
２
．
１
１
％(

２
０
人
、

委
任
状
出
席
７
３
人)

で
し
た
。 

開
会
挨
拶
の
あ
と
、
府
本
部
制
作
Ｄ

Ｖ
Ｄ ( 

京
都
の
治
安
維
持
法
犠
牲

者
等
の
ま
と
め
・
約
３
０
分)

を
上

映
・
鑑
賞
し
、
「
わ
か
り
や
す
く
勉

強
に
な
っ
た
」
と
の
声
が
多
く
出
さ

れ
ま
し
た
。 

運
動
方
針
に
対
し
て
は
指
名
す
る

こ
と
も
な
い
中
で
７
人
が
積
極
的

に
発
言
し
、
活
気
あ
る
総
会
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
委
任
状
の
意
見
欄

に
は
１
２
人
が
意
見
を
寄
せ
て
く

れ
て
い
ま
し
た
。 

最
後
に
は
、
閉
会
挨
拶
と
合
わ
せ 

「
総
選
挙
に
向
け
て
の
支
持
拡
大 

と
国
賠
同
盟
の
請
願
署
名
を
結
合 

し
て
取
り
組
み
を
直
ち
に
開
始
す 

る
」
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。 

運
動
方
針
で
は
、
「
組
織
建
設
と 

拡
大
強
化
」
を
重
要
な
柱
と
し
て
、 

学
習
活
動
を
強
め
る
と
し
て
「
治
安 

維
持
法
と
は
何
か
」
の
学
習
テ
キ
ス 

ト
を
支
部
役
員
全
員
の
１
４
人
に 

 

届
け
ま
し
た
。 

９
月
２
４
日
の
２
０
２
４
年
度 

第
Ⅰ
回
三
役
会
議
で
は
、
総
会
の
総 

括
の
中
で
議
論
し
方
針
の
実
践
に 

三
役
が
先
頭
に
た
っ
て
ガ
ン
バ
ロ 

ウ
と
意
思
統
一
を
し
、
支
部
委
員
会 

の
日
程
も
決
め
ま
し
た
。 

な
お
、
請
願
署
名
は
、
総
会
参
加

者
に
１
０
名
連
記
の
用
紙
を
渡
し
、 

１
０
月
の
早
い
時
期
に
全
員
に
届

け
け
る
取
組
を
し
ま
す
。 

 

宇
治
洛
南
支
部 

支
部
山
崎
恭
一 

１
０
月
６
日
に
第
１
４
回
理
事

会
を
開
き
ま
し
た
。
党
略
的
な
解

散
・
総
選
挙
の
な
か
だ
け
ど
支
部
総

会
開
催
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。 

す
で
に
月
末
に
会
員
へ
の
総
会

案
内
を
発
送
し
、
こ
の
日
は
総
会
の

内
容
準
備
に
つ
い
て
相
談
し
ま
し

た
。
新
し
い
理
事
に
つ
い
て
、
八
幡

市
で
二
人
の
方
が
承
諾
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
体
調
や
他
の
活
動
と

の
関
係
で
断
ら
れ
た
例
も
あ
り
ま

し
た
が
、
新
し
い
役
員
体
制
を
提
案

で
き
る
め
ど
が
た
ち
ま
し
た
。
支
部

総
会
は
１
１
月
２
日
で
、
第
一
部
と

し
た
映
画
「
わ
が
青
春
つ
き
る
と
も
」

の
上
映
を
す
る
。
第
二
部
で
総
会
議

案
の
審
議
を
し
ま
す
。 

総
選
挙
で
は
、
立
憲
民
主
党
が
、

共
闘
の
原
点
で
あ
る
安
保
法
制
に

つ
い
て
反
対
し
な
い
と
し
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
具
体
的
な
選
挙
共

闘
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
な
か
で
、

京
都
６
区
で
は
共
産
党
と
か
み
じ

ょ
う
亮
一
候
補
の
前
進
が
特
別
に

重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
ま
し
た
。 

山
崎
、
藤
原
が
参
加
し
た
近
畿
ブ
ロ

ッ
ク
会
議
で
は
、
会
員
拡
大
で
成
功

し
て
い
る
県
や
組
織
活
性
化
と
会 

員
拡
大
に
は
支
部
の
確
立
が
カ
ギ

だ
と
活
動
し
て
い
る
府
県
な
ど
意

欲
的
な
取
り
組
み
に
刺
激
を
受
け

ま
し
た
。
宇
治
洛
南
支
部
で
も
学
習

テ
キ
ス
ト
「
治
安
維
持
法
と
は
な
に

か
」
を
普
及
し
同
盟
の
原
点
を
あ
ら

た
め
て
確
認
し
よ
う
と
話
し
合
ま

し
た
。 

         

訂正 

９月号１頁文中の「拷問で虐殺や獄死した人が 194 人。 

獄中で病死した人 1,503 人」とある箇所を 

正しくは、 

警察署での拷問による虐殺死 93 人。 

服役中・未決拘留中の獄死 128 人。 

服役中未決勾留中の暴行・虐待、劣悪な環境などによ

る発病で出獄・釈放後死亡者 208 人。 

弾圧で再起できずに自死 25 人。 

宗教弾圧の虐殺・獄死など 60 人。 

 

支
部
便
り 


